
号

外

十�
令

和

七

年

三

月
三
十
一
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
の
決
定
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
六

規

則

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
六
年
岐

阜
県
規
則
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
１
(第
２
条
関
係
)

技
能

労
務

職
給

料
表

( ) 令和７年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
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別
表
第
三
一
の
表
技
能
職
員
の
部
中
学
卒
の
項
を
削
り
、
同
表
労
務
職
員
の
部
中
学
卒
の
項
中｢中

学
卒
｣

を｢高
校
卒
｣

に
、｢11｣

を｢８
｣

に
、｢13｣

を｢９
｣

に
改
め
、
同
表
備
考
中
第
一
号
を

削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

別
表
第
三
二
の
表
技
能
職
員
の
部
高
校
卒
の
項
中｢１

級
21号
給
｣

を｢１
級
５
号
給
｣

に
改
め
、

同
部
中
学
卒
の
項
を
削
り
、
同
表
労
務
職
員
の
部
中
学
卒
の
項
中

｢中
学
卒
｣

を

｢高
校
卒
｣

に
、

｢１
級
13号

給
｣

を｢１
級
５
号
給
｣

に
改
め
、
同
表
備
考
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と

し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

別
表
第
三
三
の
表
公
務
員
と
し
て
の
在
職
期
間
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
三
の
表
民
間
に
お
け
る
企
業
体
、
団
体
等
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
の
部
を
削
る
。

別
表
第
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
３
の
２
(第
４
条
の
３
関
係
)

昇
格

時
号

給
対

応
表

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年３月31日 ( )４����������������������������������� �������������
�������������
�������������
�������������
�������������
������������ �� ������
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附

則
(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

号
給
の
切
替
え)

２

令
和
七
年
四
月
一
日(
以
下｢

切
替
日｣

と
い
う
。)

の
前
日
に
お
い
て
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の

給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
別
表
第
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た

技
能
職
員
等
で
あ
っ
て
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
が
附
則
別
表
第
一
に
掲
げ

ら
れ
て
い
る
職
務
の
級
で
あ
っ
た
も
の
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給(

次
項
及
び
附
則
第
八
項
に
お
い

て｢

新
号
給｣

と
い
う
。)

は
、
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
及
び

同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給(
附
則
第
八
項
並
び
に
附
則
別
表
第
一
及
び
附
則
別
表

第
二
に
お
い
て｢

旧
号
給｣

と
い
う
。)

に
応
じ
て
附
則
別
表
第
一
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。

(

切
替
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整)

３

切
替
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
技
能
職
員
等
及
び
知
事
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず

る
も
の
を
し
た
技
能
職
員
等
の
新
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
お
い
て
当
該
異
動
又
は

当
該
準
ず
る
も
の
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
知

事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

切
替
日
に
昇
格
又
は
降
格
し
た
者
の
号
給
の
特
例)

４

切
替
日
に
昇
格
又
は
降
格(

以
下｢

昇
格
等｣

と
い
う
。)

し
た
技
能
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
当

該
昇
格
等
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
切
替
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
を
切
替
日
の

前
日
に
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条

件
に
関
す
る
規
則
第
四
条
の
三
又
は
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則(

昭
和
四
十
五

年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号)

第
二
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(

初
任
給
に
関
す
る
経
過
措
置)

５

切
替
日
以
後
に
新
た
に
技
能
職
員
等
と
な
っ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
有
す
る
学
歴
免
許
等
の
資

格
が
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
別
表
第
三
の
学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表
の｢

高

校
卒｣

の
区
分
に
達
し
な
い
者
の
初
任
給
と
し
て
受
け
る
号
給
の
決
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知

事
が
定
め
る
。

(

雑
則)

６

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定

め
る
。

(

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
改
正)

７

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
別
表
第
二
及
び
附
則
別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
別
表
第
２
(附
則
第
３
項
関
係
)
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附
則
別
表
第
３
(附
則
第
４
項
､
第
５
項
関
係
)

昇
格

時
号

給
対

応
表

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年３月31日 ( )��
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(

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

８

切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
四
号)

附
則
別
表
第
二
の
給
料

表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
技
能
職
員
等
で
あ
っ
て
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級

が
附
則
別
表
第
二
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
職
務
の
級
で
あ
っ
た
も
の
の
新
号
給
は
、
切
替
日
の
前
日
に

お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
及
び
旧
号
給
に
応
じ
て
同
表
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。

附
則
別
表
第
１
(附
則
第
２
項
関
係
)

号
給

の
切

替
表

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年３月31日 ( )��
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附
則
別
表
第
２
(附
則
第
８
項
関
係
)

号
給

の
切

替
表

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年３月31日 ( )��
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岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
の
決
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
二
十
二
号

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
の
決
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
の
決
定
に
関
す
る
規
則(

令
和
二
年
岐
阜
県
規
則
第

六
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
施
行
規
則
別
表
第
一
一
の
部
一
の
項
に
掲
げ
る
業
務
の
項
中｢

十
二
号
給｣

を｢

一
号
給｣

に

改
め
、
同
表
施
行
規
則
別
表
第
一
一
の
部
二
の
項
に
掲
げ
る
業
務
の
項
中｢

二
十
一
号
給｣

を｢

五
号

給｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年３月31日 ( )��
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


